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１【提出理由】

　当社は、2026年５月18日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社スターミュージック・エン

タテインメント（以下「スターミュージック」）の株式の発行済株式のうち当社が保有する株式の全部を、SBIホー

ルディングス株式会社へ譲渡すること（以下「本株式譲渡」）を決議し、同日付けで株式譲渡契約を締結いたしま

した。これにより、当社の特定子会社の異動及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状

況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に

関する内閣府令第19条第２項第３号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 
２【報告内容】

１．特定子会社の異動（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号に基づく報告）

（１）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

　① 名称　　　　：　株式会社スターミュージック・エンタテインメント

　② 住所　　　　：　東京都渋谷区神南一丁目12番16号アジアビル４Ｆ

　③ 代表者の氏名：　代表取締役　渡邊　祐平

　④ 資本金　　　：　31百万円

　⑤ 事業の内容　：　音楽事業、ソーシャルメディアマーケティング事業

 
（２）当該異動の前後における当社の所有に係る特定子会社の議決権の数及び特定子会社の総株主等の　

　　　議決権に対する割合

　① 当社の所有に係る特定子会社の議決権の数

　　異動前　　710,000個

　　異動後　　 　　 －個

 
　② 総株主等の議決権に対する割合

　　異動前　　　66.98％

　　異動後　　　　　－％

 
（３）当該異動の理由及びその年月日

　① 異動の理由

当社は、2026年５月18日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるスターミュージックの株式の発行

済株式のうち当社が保有する株式の全部について本株式譲渡を決議し、同日付けで株式譲渡契約を締結いたしま

した。

本株式譲渡の効力発生に伴い、スターミュージックは当社の特定子会社に該当しないこととなります。

 
　② 異動の年月日　2026年７月16日（予定）

 
２．当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象（企業内容等の

開示に関する内閣府令第19条第２項第19号に基づく報告）

（１）当該事象の発生年月日

　　　2026年５月18日（取締役会決議日）

 
（２）当該事象の内容

当社は、2026年５月18日開催の取締役会において、本株式譲渡を決議し、同日付けで株式譲渡契約を締結いた

しました。これに伴い、スターミュージックは当社の連結子会社より除外されることとなります。

なお、本株式譲渡を実行するにあたっては、当社が譲渡することを予定しているスターミュージックの株式の

帳簿価額が当社の総資産額の５分の１を超えるため、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みま

す。）第467条第１項第２号の２に基づき株主総会における特別決議により承認可決されること等を条件としてお

ります。

 
（３）当該事象の連結損益に与える影響額

　当該事象の発生による連結損益に与える影響につきましては現在精査中であります。
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